
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　勤務時間その他の勤務条件

（１）　職員の勤務時間、休息、休憩時間の概要 （平成23年4月1日現在）
　職員の勤務時間は、8時30分から17時15分までの1日7時間45分、週38時間45分です。

　8:30 12:00 13:00 17:15

　　休憩時間

（２）　職員の年次休暇の概要と取得状況
労働基準法の規定に従い、原則として1年に20日の有給休暇が与えられます。

（各年1月1日から12月31日）

日 日

（３）　特別休暇等の概要と取得状況
年次休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、休暇が認められます。

妊娠23週ま
では4週間
に1回、24週
から35週ま
では2週間
に1回、36週
から出産ま
で1週間に1
回必要と認
める時間

1日につき
1時間の
範囲内

0 0

20

3日以内 7 9

3

産後休暇
出産後8週間の間、育児等のために
申し出た場合

8週間以内 3 3

産前休暇
8週間以内に出産予定の女子職員が
申し出た場合

8週間以内 4

6

生理休暇
女子職員が生理のため勤務すること
が困難な場合

2日以内 0 2

結婚休暇 職員が結婚した場合 7日以内 9

0

ボランティア休暇
自発的に報酬を得ないで社会貢献
活動を行う場合

1年5日以内 0 0

骨髄提供のための休暇
骨髄移植のための骨髄液の提供等
を行う場合

必要な期間 0

1
感染症の予防措置等による休
暇

感染症の予防のために隔離、交通遮
断等の措置がとられた場合

必要な期間 0

付与日数
取得者数

H22年 H21年

H22年の平均取得日数 H21年の平均取得日数
9.0 9.5

種　　　類 具体的な内容

妻の出産休暇 職員の妻が出産する場合

妊娠中の女性が母子保健法による保
健指導又は健康診査を受ける場合

母子保健法による健康診査等

通勤緩和

妊娠中の女性職員が　通勤に利用す
る交通機関の混雑の程度が母体の
健康維持に重大な支障を与える程度
であると認められる場合

13



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（４）　職員の育児休業制度の概要と取得状況
　職員が育児をするための休業制度であり、子が3歳に達するまで取得することができます。育児休業は
1日単位で、部分休業は時間単位で取得することができます。

（５）　介護休暇制度の概要と取得状況
　職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇であり、連続する6月取得することができます。
介護休暇は、1日単位でなく、時間単位で取得することもできます。

（注）　（　　）内は、女性の取得者数であり、内数です。

（６）　療養休暇の概要と取得状況
　職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づき、療養のために必要
最低限度の期間、勤務することが免除されます。

1
(1)

1
(1)

13

3 5

23

取得者数
H22年 H21年

取得者数
H22年 H21年

14

リフレッシュ休暇 永年にわたって勤続した場合 3日以内 29

8

夏期休暇
夏季における心身の健康維持・増進
等を図る場合

7日 718 741

父母の追悼の特別な行事休暇
父母の追悼のための特別な行事を行
う場合

1日 0

69 80

子の看護休暇
満9歳に達する日以後の最初の3月
31日に達するまでの子の看護を行う
場合

1年5日以内 31

職員親族の死亡による休暇 親族が死亡した場合 1～10日

42

育児休業

部分休業

内　　　　容

男女を問わず3歳未満の子を養育する職員が、その子が3歳に達
するまでの間育児のために休暇をとることができる制度です。

子を託児して勤務する場合などには、子が3歳に達する日まで、正
規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超
えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とさ
れる時間について、30分を単位として勤務しないことができる制度
です。

内　　　　容

負傷、疾病又は老齢により、日常生活を営むのに支障がある配偶
者等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる
場合における休暇です。

療養休暇

取得者数
H22年 H21年

63 54

介護休暇

種　　　類 具体的な内容 付与日数
取得者数

H22年 H21年

14



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（７）　安全衛生管理体制の整備状況　　（各年度４月１日現在）
　事業場の規模及び業種によって、安全衛生管理者等を選任、設置する必要があります。

3

安全衛生委員
会

労働者の健康障害、危険を防止するための基
本対策等の安全・衛生に関する重要事項につ
いて調査審議するため設置される委員会

3 3 3 3

産業医

健康診断を実施する等、労働者の健康管理等
に当たるとともに、事業者又は総括安全衛生管
理者を指導助言する等、専門家として活動す
る医師

3

安全管理者

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職場の
設備や作業方法等に危険がある場合における
応急措置等、安全にかかる技術的事項を管理
する者

3

33

3

0

安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づ
けられていない事業場において、施設、設備
等の点検、使用状況の監視等を行う者

安全衛生推進
者等

0 0

安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮や、
労働者の危険または健康障害を防止するため
の措置等の事業場の安全衛生に関する業務
の統括管理を行う者

3

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、健康に
異常のあるものの発見・措置や、作業環境の衛
生上の調査等、衛生の係る技術的事項を管理
する者

3

0 0 00

0

H22年度
設置すべき
事業場数

うち設置事
業場数

設置すべき
事業場数

うち設置事
業場数

H23年度

総括安全衛生
管理者

組織等 説　　　明

衛生管理者

24242424
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